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【手続補正書】
【提出日】平成29年7月28日(2017.7.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の上に、柔軟性を有し前記基板に接着するシート基材と、表示領域に位置する複数
の画素の各々が備える発光層と、前記発光層を覆う封止層と、を含む積層体が形成された
構造体を用意する工程と、
　平面的に見て前記表示領域とは重畳しない遮光領域を前記基板に形成する遮光工程と、
　前記遮光工程よりも後に、前記基板の前記シート基材が接していない側に光を照射する
照射工程と、
　前記照射工程よりも後に、前記基板を前記シート基材から剥離する剥離工程と、を含む
ことを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載された表示装置の製造方法において、
　前記剥離工程よりも前に、前記表示領域と前記遮光領域との間で前記積層体が除去され
た第１の仕切り線を設ける第１仕切り工程を更に含むことを特徴とする表示装置の製造方
法。
【請求項３】
　請求項２に記載された表示装置の製造方法において、
　前記照射工程よりも前に、前記積層体の前記基板が配置される側とは反対側に保護フィ
ルムを貼り付ける貼付工程を更に含み、
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　前記保護フィルムは、平面的に見て、前記表示領域を覆い、且つ前記第１の仕切り線を
越えて前記遮光領域に伸びていることを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項２に記載された表示装置の製造方法において、
　前記剥離工程よりも前に、前記表示領域と前記遮光領域との間であって、且つ前記第１
の仕切り線よりも前記遮光領域に近い位置に、前記積層体が除去された第２の仕切り線を
設ける第２仕切り工程と、
　前記剥離工程よりも後に、前記第１の仕切り線と前記第２の仕切り線との間で前記積層
体を切断する切断工程と、を更に含むことを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項４に記載された表示装置の製造方法において、
　前記剥離工程よりも前に、前記積層体の前記基板が配置される側とは反対側に保護フィ
ルムを貼り付ける貼付工程を更に含み、
　前記保護フィルムは、平面的に見て、前記表示領域を覆い、且つ前記第２の仕切り線を
越えて前記遮光領に伸びていることを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項１から請求項５の何れか１項に記載された表示装置の製造方法において、
　前記遮光領域は、前記表示領域を挟んで互いに向き合う少なくとも２つの領域を有する
ことを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項１から請求項６の何れか１項に記載された表示装置の製造方法において、
　前記表示領域は、平面的に見て略矩形に構成されており、
　前記遮光領域は、平面的に見て前記表示領域の少なくとも１辺に沿って伸びる領域を有
することを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項１から請求項７の何れか１項に記載された表示装置の製造方法において、
　前記シート基材にフラットケーブルを取り付ける取付工程を更に含み、
　前記遮光領域は、平面的に見て、前記フラットケーブルが取り付けられる領域とは重畳
しないことを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項９】
　可撓性を有するシート基材と、
　前記シート基材の上に設けられ、表示領域に位置する複数の画素と、
　前記複数の画素の各々に備えられる複数の発光層と、
　前記発光層の上に位置し、前記発光層を覆う封止層と、
　前記シート基材の端部と前記表示領域との間に位置し、前記シート基材と前記封止層と
が存在しない溝と、を有することを特徴とする表示装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載された表示装置において、
　保護フィルムが、前記シート基材の前記封止層とは反対側に位置し、
　前記溝は前記保護フィルムの上に位置することを特徴とする表示装置。
【請求項１１】
　請求項９又は請求項１０に記載された表示装置において、
　前記表示領域は４つの辺を有し、
　前記溝は前記４つの辺の内の３つの辺に沿って、連続して延びることを特徴とする表示
装置。
【請求項１２】
　請求項９から請求項１１の何れか１項に記載された表示装置において、
　前記シート基材の前記端部は、第１の辺と第２の辺と第３の辺と第４の辺とを含み、
　前記溝は、前記第１の辺と前記第２の辺と前記第３の辺とに沿って、連続して延びるこ
とを特徴とする表示装置。
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【請求項１３】
　請求項１２に記載された表示装置において、
　前記溝は、前記第４の辺と交差することを特徴とする表示装置。
【請求項１４】
　請求項９から請求項１３の何れか１項に記載された表示装置において、
　前記シート基材と対向する第２シート基材を有し、
　前記溝は、平面的に見て、前記第２シート基材の端部と前記表示領域との間に位置し、
　前記第２シート基材は、平面的に見て前記溝と重なる領域には、位置しないことを特徴
とする表示装置。
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